
【
日
時
・
場
所
】

・
10
月
14
日
㈬

　

釧
路
・
苫
小
牧
・
函
館
・
旭
川

・
10
月
19
日
㈪　

　

札
幌

　

両
日
と
も
午
後
１
時
30
分
～

　
　
　
　
　

午
後
３
時
30
分

【
受
験
料
】
７
，
０
０
０
円

【
受
付
期
間
】　
　

　

８
月
17
日
㈪
～
26
日
㈬

※
土
・
日
曜
日
は
除
く　
　
　
　

【
そ
の
他
】

・�

試
験
の
実
施
に
際
し
、
変
更
が

あ
る
場
合
は
、
一
般
財
団
法
人

札
幌
下
水
道
公
社
の
Ｈ
Ｐ
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

・�

試
験
用
問
題
集
、
テ
キ
ス
ト
が

販
売
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
必

要
な
方
は
日
本
下
水
道
協
会
の

Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　

環
境
水
道
課
下
水
道
係　
　

　

☎
０
１
３
７

−

63

−

２
０
２
０

◯�

子
ど
も
の
１
日
に
必
要
な
カ
ル

シ
ウ
ム
は
牛
乳
約
３
杯
分
！

牛
乳
に
含
ま
れ
る
カ
ル
シ
ウ
ム

は
、
骨
の
成
長
や
健
康
な
骨
の
形

成
に
必
要
な
栄
養
素
で
す
。

小
中
学
生
の
１
日
に
必
要
な
カ

ル
シ
ウ
ム
推
奨
量
は
６
５
０
～
１
，

０
０
０
㎎
で
す
。

◯�

給
食
の
な
い
休
日
は
、
お
う
ち

で
牛
乳
を
飲
も
う
。

給
食
の
な
い
日
は
、
お
う
ち
で

牛
乳
を
飲
ま
な
い
家
庭
の
小
中
学

生
の
カ
ル
シ
ウ
ム
摂
取
量
も
少
な

く
な
り
が
ち
で
す
。

◯
合
言
葉
は『
土
日
ミ
ル
ク
』！

土
日
に
な
っ
た
ら
牛
乳
を
飲
む
。

こ
ん
な
習
慣
を
つ
け
る
こ
と
で
、

無
理
な
く
自
然
に
カ
ル
シ
ウ
ム
を

摂
取
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
実
践
し
て

み
て
く
だ
さ
い
！

排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
試
験
の
お
知
ら
せ

給
食
の
な
い
休
日
は
お
う
ち

で
牛
乳
を
飲
も
う
！

札幌下水道公社
ＨＰ

日本下水道協会
ＨＰ

低
所
得
世
帯
に
対
す
る
水
道
料
金
・

下
水
道
使
用
料
等
軽
減
申
請
の
お
知
ら
せ

左
記
の
適
用
要
件
に
該
当
し
、

申
請
が
認
め
ら
れ
た
世
帯
を
対
象

に
、
水
道
・
下
水
道
使
用
料
等
の

基
本
料
金
の
２
分
の
１
の
額
を
軽

減
し
ま
す
。

【
決
定
方
法
】

申
請
書
を
受
理
後
、
内
容
を
審

査
し
、
承
認
・
不
承
認
通
知
書
に

よ
り
本
人
に
通
知
し
ま
す
。

【
軽
減
開
始
時
期
】

軽
減
の
申
請
が
あ
っ
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
納
付
分
か
ら
軽
減

さ
れ
ま
す
。

【
受
付
開
始
】 

７
月
１
日
㈬
～

【
手
続
き（
申
請
）方
法
】

次
の
も
の
を
持
参
し
、
各
申
請

場
所
に
て
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

・�

年
金
支
払
通
知
書
・
給
与
証
明

書
・�

預
貯
金
通
帳
（
前
年
１
月
か
ら

現
在
ま
で
の
収
入
状
況
や
入
出

金
の
履
歴
が
確
認
で
き
る
も
の

す
べ
て
）

・�

障
が
い
を
理
由
と
す
る
申
請
の

場
合
は
障
害
者
手
帳

【
申
請
場
所
】

・
環
境
水
道
課
業
務
係

・
落
部
支
所

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

環
境
水
道
課
業
務
係

　

☎
０
１
３
７

−

63

−

２
０
２
０

適用要件
下記の（ア）または（イ）に該当する世帯であり、①～④の条件を

すべて満たす方が対象です。
（ア）満65歳以上の高齢者世帯、母子および父子世帯など
（イ）�世帯主が身体（２級以上）・知的（Ａ判定）・精神（１級）障が

い者である世帯
①水道料金・下水道使用料等に滞納がない。
②八雲町特定滞納者に対する行政サービスの制限を受けていない。
③当該年度の町民税について世帯員すべてが非課税である。
④世帯の収入額が限度額以内である。
【世帯状況により、前年の収入に対し限度額が適用されます】
　世帯状況による収入限度額例（参考）
・65歳単身世帯　収入限度額　 90万円
・65歳夫婦世帯　収入限度額　141万円
【注意】
・�収入には、税法上非課税となっている障害年金などの収入や、収入
限度額の1.2倍を超える預貯金、仕送りなども収入に含め計算され
ます。

・適用例以外については、お問い合わせください。
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